
 

 

第２ 一類感染症 

 

１ エボラ出血熱 

（１）定義 

エボラウイルス（フィロウイルス科）による熱性疾患である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期間は２～２１日（平均約１週間）で、発症は突発的である。 

症状は発熱（ほぼ必発）、疼痛（頭痛、筋肉痛、胸痛、腹痛など）、無力症が多い。 

２～３日で急速に悪化し、死亡例では約１週間程度で死に至ることが多い。出血は報告に

もよるが、主症状ではないことも多い（２０００年ウガンダの例では約２０％）。 

ザイール型では致死率は約９０％、スーダン型では致死率は約５０％である。 

ヒトからヒトへの感染は血液、体液、排泄物等との直接接触により、空気感染は否定的で

ある。 

（３）届出基準 

  ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエボラ出血熱が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱患者と診断した場合に

は、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ

ラリア、デング熱、黄熱である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、エボラ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の

規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、エボラ出血熱

の疑似症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。 

  エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血

熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱により死亡したと

判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血

熱により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わな

ければならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 

ＥＬＩＳＡ法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

血液、咽頭拭い液、

尿 

 

蛍光抗体法又はＥＬＩＳＡ法によるＩｇＭ抗体若しくはＩｇ

Ｇ抗体の検出 

血清 



 

 

２ クリミア・コンゴ出血熱 

（１）定義 

クリミア・コンゴウイルス（ブニヤウイルス科）による熱性疾患である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期間は２～９日。初期症状は特異的ではない。時に突発的に発生する。発熱、頭痛、

悪寒、筋肉痛、関節痛、腹痛、嘔吐がみられ、続いて咽頭痛、結膜炎、黄疸、羞明及び種々

の知覚異常が現れる。点状出血が一般的にみられ、進行すると紫斑も生ずる。特に針を刺し

た部位から拡がる。重症化するとさらに全身出血、血管虚脱を来し、死亡例では消化管出血

が著明である。肝・腎不全も出現することがある。血液と体液は感染力がきわめて強い。 

（３） 届出基準 

 ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクリミア・コン

ゴ出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱患者と診断

した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ

ラリア、デング熱、黄熱である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、クリミア・コンゴ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２

条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、クリミア・コ

ンゴ出血熱の疑似症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに

行わなければならない。 

  エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリミア・

コンゴ出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリミア・コンゴ出

血熱により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わ

なければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリミア・

コンゴ出血熱により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直

ちに行わなければならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 

ＥＬＩＳＡ法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

血液、咽頭拭い液、

尿 

 

蛍光抗体法によるＩｇＭ抗体若しくはＩｇＧ抗体の検出、又は

補体結合反応による抗体の検出 

血清 



 

 

３ 痘そう 

（１）定義 
痘そうウイルスによる急性の発疹性疾患である。現在、地球上では根絶された状態にある。 

（２）臨床的特徴 
主として、飛沫感染によりヒトからヒトへ感染する。患者や汚染された物品との直接接触

により感染することもある。エアロゾルによる感染の報告もあるが、まれである。潜伏期間
は約１２日（７～１７日）で、感染力は病初期（ことに４～６病日）に最も強く、発病前は
感染力はないと考えられている。すべての発疹が痂皮となり、これが完全に脱落するまでは
感染の可能性がある。 
主な症状は、 

ア 前駆期：急激な発熱（３９℃前後）、頭痛、四肢痛、腰痛などで始まり、発熱は２～３日
で４０℃以上に達する。第３～４病日頃には、一時解熱傾向となり、発疹が出る。 

イ 発疹期：発疹は、紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂→落屑と規則正しく移行する。その時期
に見られる発疹はすべて同一のステージであることが特徴である。第９病日頃に膿疱となる
が、この頃には再び高熱となり、結痂するまで続く。疼痛、灼熱感が強い。 

ウ 回復期：２～３週間の経過で、脱色した瘢痕を残し治癒する。痂皮（かさぶた）の中には、
感染性ウイルスが長期間存在するので、必ず、滅菌消毒処理をする。 

（３）届出基準 
ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から痘そうが疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、痘そう患者と診断した場合には、法第１２条
第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 
鑑別を必要とする疾患は、水痘（特に発疹出現前に４０℃前後の高熱が認められた者）

である。 
イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、痘そうの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。 
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 
  ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、痘そうの疑似
症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。 

  エ 感染症死亡者の死体 
医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、痘そうが疑

われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、痘そうにより死亡したと判断した場合
には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  オ 感染症死亡疑い者の死体 
医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、痘そうによ

り死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。 

検査方法 検査材料 

電子顕微鏡によるウイルス粒子の直接観察又は分離・同定による
病原体の検出 
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

水疱、膿疱、痂皮、
咽頭拭い液、血液 
 

 



 

 

４ 南米出血熱 
（１）定義 

南米大陸におけるアレナウイルス科アレナウイルス属のウイルスによる出血熱の総称で

ある。南米出血熱であるアルゼンチン出血熱、ブラジル出血熱、ベネズエラ出血熱、ボリ

ビア出血熱は、それぞれ、アレナウイルス科のフニンウイルス、サビアウイルス、ガナリ

トウイルス、マチュポウイルスによる感染症である。ボリビアにおける出血熱患者からチ

ャパレウイルスという新種のウイルスが分離され、このウイルスによる出血熱も南米出血

熱に含まれる。 
（２）臨床的特徴 

主な感染経路は、ウイルス保有ネズミの排泄物、唾液、血液等との接触である。潜伏期
間は７～１４日で、初期症状として突然の発熱、筋肉痛、悪寒、背部痛、消化器症状がみ
られる。３～４日後には衰弱、嘔吐、目まいなどが出現し、重症例では高熱、出血傾向、
ショックが認められる。歯肉縁の出血が特徴的とされるが、その後皮下や粘膜からの出血
に進展する。神経症状を呈することもあり、舌や手の振戦から、せん妄、こん睡、痙攣に
至る。致死率は３０％に上るとされる。回復例では発症後１０～１３日頃から寛解傾向が
みられるが、最終的には数ヶ月かかることが多い。 

（３）届出基準 
ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から南米出血熱が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、南米出血熱患者と診断した場合
には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表
の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 
医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる

検査方法により、南米出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第
１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表
の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 疑似症の診断 
医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、南米出血熱

の疑似症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。 

エ 感染症死亡者の死体 
医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、南米出血

熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、南米出血熱により死亡した
と判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表
の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

オ 感染症死亡疑い者の死体 
医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、南米出血

熱により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行
わなければならない。 

 
 

 
 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 

PCR 法による病原体の遺伝子の検出 

血液、脳脊髄液、

尿 

ELISA 法又は蛍光抗体法による IgM 抗体若しくは IgG 抗体の検出 血清 



 

 

５ ペスト 
（１）定義 

腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌である Yersinia pestis の感染によって起こる全身性
疾患である。 

（２）臨床的特徴 
リンパ節炎、敗血症等を起こし、重症例では高熱、意識障害などを伴う急性細菌性感染症

であり、死に至ることも多い。臨床的所見により以下の３種に分けられる。 
ア 腺ペスト（ヒトペストの８０～９０％を占める） 

潜伏期は２～７日。感染部のリンパ節が痛みとともに腫れる。菌は血流を介して全身のリ
ンパ節、肝や脾でも繁殖し、多くは１週間くらいで死亡する。 

イ 敗血症ペスト（約１０％を占める） 
時に局所症状がないまま敗血症症状が先行し、皮膚のあちこちに出血斑が生じて全身が黒
色となり死亡する。 

ウ 肺ペスト 
ペスト菌による気管支炎や肺炎を起こし、強烈な頭痛、嘔吐、３９～４１℃の弛張熱、急
激な呼吸困難、鮮紅色の泡立った血痰を伴う重篤な肺炎像を示し、２～３日で死亡する。 

（３）届出基準 
  ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からペストが疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ペスト患者と診断した場合には、法第１２条
第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 
鑑別を必要とする疾患は、類鼻疽（臨床症状が肺ペストと類似）、野兎病（臨床症状が腺ペ

ストに類似し、かつ共通抗原決定基を持つ）である。 
イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ペストの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。 
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 
  ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、ペストの疑似
症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。 

疑似症患者の診断に当たっては、臨床所見、ペスト流行地への渡航歴、齧歯類に寄生して
いるノミによる咬傷の有無を参考にする。 

  エ 感染症死亡者の死体 
医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ペストが疑

われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ペストにより死亡したと判断した場合
には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  オ 感染症死亡疑い者の死体 
医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ペストによ

り死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出（塗抹標本の染色鏡検も参考となる） 

蛍光抗体法によるエンベロープ抗原（Fraction 1 抗原）の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

血液、リンパ節腫吸
引物、喀痰、組織 

赤血球凝集反応によるエンベロープ抗原(Fraction 1 抗原)に対する
抗体の検出（16 倍以上） 

血清 



 

 

６ マールブルグ病 

（１）定義 

マールブルグウイルス（フィロウイルス科）による熱性疾患である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期間は３～１０日間である。発症は突発的である。発熱、頭痛、筋肉痛、皮膚粘膜発

疹、咽頭結膜炎に続き、重症化すると下痢、鼻口腔・消化管出血が見られる（エボラ出血熱

に類似する）。 

マールブルグウイルスの自然界からヒトへの感染経路は不明である。ヒトからヒトへは血

液、体液、排泄物との濃厚接触及び性的接触によりウイルスが伝播する。 

ドイツにおける集団発生（１９６７年）においてはアフリカミドリザルの血液、組織との

接触によるものであった。アフリカ（ケニア等）での発生例にはサルは無関係であった。治

療法はなく、対症療法のみである。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からマールブルグ病

が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マールブルグ病患者と診断した場

合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ

ラリア、デング熱、黄熱である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、マールブルグ病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項

の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、マールブルグ

病の疑似症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけ

ればならない。 

  エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マールブル

グ病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マールブルグ病により死亡し

たと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マールブル

グ病により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わ

なければならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 

ＥＬＩＳＡ法による病原体の特異抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

血液、咽頭拭い液、

尿 

 

ＥＬＩＳＡ法又は蛍光抗体法によるＩｇＭ抗体若しくはＩｇＧ

抗体の検出 

血清 



 

 

７ ラッサ熱 

（１）定義 

ラッサウイルス（アレナウイルス科）による熱性疾患である。 

（２）臨床的特徴 

発症は突発的で進行は緩やかである。マストミスに咬まれたり尿や血液に触れたり、ある

いは感染発症者の血液、体液、排泄物等に直接接触する等の後、潜伏期間（７～１８日）を

経て、高熱（３９～４１℃）、全身倦怠感に続き、３～４日目に大関節痛、咽頭痛、咳、筋肉

痛、次いで心窩部痛、後胸部痛、嘔吐、悪心、下痢、腹部痛等が認められる。 

重症化すると顔面頚部の浮腫、眼球結膜出血、消化管出血、心のう炎、胸膜炎、ショック。

重症経過で治癒後、一側あるいは両側のろう（難聴）を示すことが２０％以上ある。発症期

の症状はインフルエンザ様である。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からラッサ熱が疑わ

れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ラッサ熱患者と診断した場合には、法第

１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ

ラリア、デング熱、黄熱である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、ラッサ熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定

による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、ラッサ熱の疑

似症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければな

らない。 

  エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ラッサ熱が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ラッサ熱により死亡したと判断した

場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ラッサ熱に

より死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 

ＥＬＩＳＡ法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

血液、咽頭拭い液、

尿 

 

蛍光抗体法によるＩｇＭ抗体若しくはＩｇＧ抗体の検出 血清 


